
第三セクター等のあり方に関する研究会（第３回） 

平成２５年９月１７日 
総務省地域力創造グループ地域振興室 

土地開発公社の現状と課題 

資料２ 



   
１ 根 拠 法   
  公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号） 
  
２ 設立目的 

 地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得
及び造成その他の管理等を行うこと（第１０条第１項） 
  
３ 設立団体 
   地方公共団体（１００％出資）（第１３条第１項） 
  
４ 設立団体数  ９３１団体 （平成２４年４月１日現在） 

 都道府県公社  ３９団体 
 指定都市公社  １７団体 
 市区町村公社 ８７５団体  
 

土地開発公社について 

1 



 地価高騰に備えた土地の先行取得 
 国庫補助金の対象になる土地の先行取得 
 民間の金融機関からの資金借り入れによる機動的な土地取得 
 「先買い」制度の対象となる都市計画区域内の土地取得 

５ 土地開発公社の果たす役割 

土地開発公社について 
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 用地取得ノウハウの活用 

① 地方公共団体等の依頼に基づく公共用地等の先行取得及び地方公
共団体等が再取得するまでの間の当該用地の管理 
                             （第１７条第１項第１号） 
 
 
 
 
 

 
② 土地開発公社が自ら行う住宅用地、工業用地、流通業務団地等の 
   造成事業                      （第１７条第１項第２号） 
 
③ 地方公共団体の委託に基づく、土地の取得のあっせん、調査等  
                               （第１７条第２項第２号） 



公有地の拡大の推進に関する法律における土地の先買い制度（公拡法第４条、第５条） 

公有地の先買い制度 
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（      ） 



平成２４年４月１日現在の土地開発公社数は９３１。 
前年度（平成２３年４月１日現在）から４０減（解散）。 
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土地開発公社数の推移 
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土地取得総額の推移 

億円 
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土地取得総面積の推移 

ｈａ 
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土地保有総額の推移 

億円 
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保有土地（保有期間別）の経年推移（金額） 

億円 
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保有土地（保有期間別）の経年推移（面積） 

ｈａ 



種類別にみた長期保有土地の状況（平成２３年度） 
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業務運営の見直し 

第三セクター等改革推進債の活用が可能 
 
・借入先の金融機関等との十分な協議 
・公社借入金の償還により地方公共団体が弁済を受けることができない債権を得る場合 
 は、債権を放棄（業務の一部廃止の場合も債権放棄が望ましい） 
 
○業務の一部廃止の場合 
・１号業務の場合は特定土地を含む業務の細目毎、２号業務の場合は全体を廃止 
・廃止する業務に係る定款の規定を削除 
・公社は廃止する業務に係る土地を保有できなくなるので、地方公共団体に譲渡 
 
○必要書類：三セク債許可申請に必要な書類に加え以下の書類を提出 
・土地処分計画 
・解散又は定款変更に係る設立団体の議会の議決証明書 

存  続 業務の一部廃止 解  散 

・ 原則としてすべての公社について検討を行った上で抜本的改革を集 

   中的かつ積極的に行う 

・ 公社を通じた土地取得の必要性の整理 

 →必要性が認められない場合は業務の一部廃止、公社の解散を検討 

・ 保有土地の処分計画の作成、特定土地の把握及び処分の推進 

○用地取得業務のあり方 

 ・明確な買取りの見通しをもった土 

  地取得の徹底 

 ・工業用地等の造成事業について 

  は、事業の見通しを慎重に検討 

 ・その他適切な運営の徹底 

 

○経営状況の適切な把握 

 ・平成１７年改正経理基準要綱の  

  適用（土地の適正な評価・財務諸 

  表への反映）  

 ・特定土地・２号業務に係る土地の 

  強制評価減 

「第三セクター等の抜本的改革の推進等について」（平成２１年６月２３日付け自治財政局長通知）を踏
まえ、平成２１年８月２６日に地域振興室長より地方公共団体に通知を発出  

土地開発公社の抜本的改革 
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対象土地の状況が次のいずれかに該当する公社の設立・出資団体 
  
①                 ≧０．５ 

 

②                              ≧０．２  

対象土地の状況が次のいずれかに該当する公社の設立・出資団体 
  

①              ≧おおむね０．２５ 

 

②                              ≧おおむね０．１  

対象土地の簿価総額 

標準財政規模 

保有期間５年以上の対象土地の簿価総額 

標準財政規模 

対象土地の簿価総額 

標準財政規模 

保有期間５年以上の対象土地の簿価総額 

標準財政規模 

第２次土地開発公社経営健全化対策の概要  

次のいずれかに該当する公社の設立・出資団体 
 
○ 設立・出資団体による遊休保有土地の取得及び用途の 
 変更等により 当該土地の有効利用を図ろうとする公社 
 
○ 供用済土地、土地売却未収金又は５年以上保有土地を有する公社 

○ 公共用地先行取得等事業債に係る利子支払額の１／２ 
 に相当する額（上限２％） 
 
○ 無利子貸付に係る資金調達に係る利子の１／４に 
 相当する額（上限１％） 
 
○ 対象土地の保有に係る資金について利子補給する場合、 
 利子補給に要した費用の１／４に相当する額（上限１％） 

 ○ 公共用地先行取得等事業債 
   原則： 公社取得後２年以内の用地の取得を対象 
   特例： 公社取得後２年以上経過した用地の取得も対象 
 
 ○ 公社への無利子貸付に係る地方債 
   原則： 充当率 県７０％、市町村７５％ 
   特例： 充当率 県、市町村１００％ 
 

Ⅱ．特別交付税 

Ⅰ．地方債 
<第１種公社経営健全化団体> １０１団体 

<第２種公社経営健全化団体> ８４団体 

<第３種公社経営健全化団体> ６０団体 

財政措置 公社経営健全化団体の種別 

支援措置 Ⅰ，Ⅱ 

対象土地：設立・出資団体の債務保証等が付された保有地 

支援措置 Ⅰ 

○ 供用済土地の取得に係る地方債 
   供用済土地を取得する場合であっても、起債対象とする。 
○ 貸付による有効利用を目的とした土地の取得に係る地方債 
   貸付により有効利用を図ることを目的として、対象土地を 
   取得する場合、起債対象とする。 

その他の健全化策 
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第２次土地開発公社経営健全化対策の実施期間 ： 平成１７年度～平成２４年度 （平成１７年度、１８年度、２０年度に健全化指定） 

※ １８年度から起債に関して協議制に移行したことにより、従来は公社
経営健全化団体についてのみ認められた以下の起債について、い
ずれの自治体も同意等基準に基づく起債が原則可能となっている。 
 
 
 



第２次土地開発公社経営健全化対策の結果 

健全化基準（①及び②） 

対象土地の簿価総額 
標準財政規模 

①                   

保有期間５年以上の対象土地の簿価総額 
標準財政規模 

②                       

削減目標 

①に代えて を25%以上低下 

②に代えて  を10%以上低下 

（Ａ） 

（Ｂ） 

（Ａ） 

（Ｂ） 

 ≦ 25% 

≦ 10% 
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対象土地の状況が次のいずれかに該当する公社の設立・出資団体 
  
①                  ≧０．４ 

 

②                               ≧０．２  

対象土地の状況が次のいずれかに該当する公社の設立・出資団体 
  

①          ≧０．２ 

 

②                               ≧０．１  

対象土地の簿価総額 

標準財政規模 

保有期間５年以上の対象土地の簿価総額 

標準財政規模 

対象土地の簿価総額 

標準財政規模 

保有期間５年以上の対象土地の簿価総額 

標準財政規模 

第３次土地開発公社経営健全化対策の概要 

○ 公共用地先行取得等事業債に係る利子支払額の１／２ 
 に相当する額（上限２％） 
○ 無利子貸付に係る資金調達に係る利子の１／４に 
 相当する額（上限１％） 
○ 対象土地の保有に係る資金について利子補給する場合、 
 利子補給に要した費用の１／４に相当する額（上限１％） 

 ○ 公共用地先行取得等事業債 
   原則： 公社取得後２年以内の用地の取得を対象 
   特例： 公社取得後２年以上経過した用地の取得も対象 
 ○ 公社への無利子貸付に係る地方債 
   原則： 充当率 ７５％ 
   特例： 充当率 １００％ 
 

Ⅰ．地方債 
 <第１種公社経営健全化団体>  

 <第２種公社経営健全化団体>  

財政措置 対象団体 

支援措置 Ⅰ，Ⅱ 

対象土地：設立・出資団体の債務保証等が付された保有土地 

支援措置 Ⅰ 

健全化の目標 

目標年度（原則平成２９年度）までに、原則として次の①～③のすべてを達成すること 

① 債務保証等対象土地の簿価総額を標準財政規模で除した数値を０．２以下とすること 

② 保有期間が５年以上の債務保証等対象土地の簿価総額を標準財政規模で除した数値を０．１以下とすること 

③ 計画策定後可及的速やかに、供用済土地及び設立・出資団体への土地売却未収金を解消すること 

概要 

土地開発公社の業務を継続しながらその経営の抜本的健全化を図る地方公共団体であって、経営
健全化計画を策定し、平成２５年８月３１日までに公社経営健全化団体としての指定を受けるものに対し
て、地方財政措置を講じる。 
（「土地開発公社経営健全化対策について」平成２５年２月２８日付け総務副大臣通知） 
  計画期間：原則として平成２５年度から平成２９年度まで 

Ⅱ．特別交付税 
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第３次土地開発公社経営健全化対策の指定状況 

 対象となる土地開発公社の設立団体が、平成２５年６月３０日までに都道府県に申請。 
 都道府県は８月３１日までに土地開発公社経営健全化団体を指定。 
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※精査中 


